
 

海南市災害ボランティア登録要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、災害発生時に自発的な意思でボランティア活動をする個人（以下「災

害ボランティア」という。）が、災害現場において迅速かつ効果的に救援活動を行えるよ

うに事前に登録を行い、平常時から災害ボランティア同士の連携及び協働を支援するこ

とを目的とする。 

 （登録実施機関） 

第２条 登録は、社会福祉法人海南市社会福祉協議会（以下「社協」という。）が行う。 

 （登録条件） 

第３条 災害ボランティアに登録できる者は、海南市内に在住、在勤、在学または拠点を有

し、登録しようとする年度の４月１日現在で満１５歳以上（である者とし、１８歳未満た

だし、学生の場合は１８歳になる年度の末日まで）の場合は保護者の承諾を得た者とする。 

 （登録手続き） 

第４条 災害ボランティアに登録しようとする者は、災害ボランティア登録申込書（様式第

１号）を社協へ提出する。 

２ 社協は、前項の申込書を受理した場合は、災害ボランティア登録台帳（様式第２号）に

必要事項を記載し、登録を行う。 

３ 社協は、前項の登録を完了した災害ボランティア（以下「登録者」という。）に対し、

災害ボランティア登録証（様式第３号）を発行する。 

 （個人情報の取扱い） 

第５条 登録者に関する個人情報は、第１条の目的を達成するために利用し、本人の同意が

ある場合に限り、災害時の救援活動に必要な範囲内で他の関係機関に提供し、または連絡

調整に利用することができる。 

 （登録の変更） 

第６条 登録者は、登録内容に変更が生じた場合は、災害ボランティア登録変更届（様式第

４号）を社協に提出するものとする。 

 （登録の削除） 

第７条 社協は、次のいずれかに該当する場合は、登録を削除することができる。 

（１）災害ボランティア登録辞退届（様式第５号）の提出があったとき。 

（２）前号に掲げるもののほか、社協が不適格と認めたとき。 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年７月１１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年５月１日から施行する。 


